
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 東大和市男女共同参画推進審議会の答申書（写） 
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はじめに 

東大和市男女共同参画推進審議会において、第三次東大和市男女共同参画推

進計画（以下「計画」という。）に掲げた各事業の令和５年度の実績及び評価に

ついて検証し、審議いたしました。 

継続して重点的に取り組むべき施策や事業について議論を重ね、本答申の作

成にいたりました。 

今後、この答申を生かしていただき、東大和市における男女共同参画社会の実

現に向けた取組が、より一層推進されることを切に願います。 

 

 

計画全般について 

意識啓発における市の取組ついては、これまで市役所を軸に実施されており

ますが、各種証明書のコンビニ交付などにより、市民の来庁機会が減少すること

から、産官学民で連携し、市民の目に触れやすい民間施設や学校施設等を活用す

るなど、実施場所の検討をしてください。 

また、配慮が必要な人への支援については、様々な情報がインターネット等で

誰でも入手できる状況にある一方で、必要な情報が必要な人に届いていないと

いう状況も見られます。様々な手法を積極的に用いて、必要な情報が必要な人に

確実に届くよう周知方法の工夫に努めてください。 
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「目標１ ともに個性と能力を発揮できる社会の実現」について 

多様なニーズに応じた保育・子育て支援環境の充実については、令和５年度

も保育施設の待機児童ゼロを達成しましたが、希望する保育施設を利用出来な

い家庭もあります。より良い保育環境実現のため、希望する保育施設を利用出来

るよう体制の整備に努めてください。 

学童保育所については、令和６年度に第二小学校内に学童保育所の開設を進

めていますが、依然として入所保留者が多い状況です。児童館や放課後子ども教

室等の既存施設だけでなく、地域で子どもを見守り、支える場や、多世代交流が

できる場所等、地域の有効資源を活用しながら引き続き子どもの多様な居場所

の確保に取り組んでください。 

家庭内の家事・育児等への参画促進については、男女問わず当事者意識を持

って、家事・育児に参加する意欲を高めるような取組や、情報発信に努めてくだ

さい。 

子育て支援体制の充実については、地域の子育て経験を活かして身近な子育

てを応援したいと思っている方々と子育て中の家庭を繋げる仕組みづくりを推

進してください。 

介護環境の整備・支援については、複雑化していく相談内容に的確に対応し

ていくために、質の向上に努めるとともに、数多くの相談件数に対応できるよう

体制を整えてください。 

働き方改革・多様な働き方の実現及び女性の就業継続やキャリア形成支援に

ついては、「働き方改革懇談会」、自治体として都内初の「勤務時間インターバ

ル宣言」、全国初の「女性の再就職応援宣言」を行いました。これらの取組は、

男女共同参画社会実現に効果的であると高く評価します。市職員の健康保持と

女性の活躍推進により、生産性の高い職場環境の構築、市職員の創造性の向上を

目指すこれらの取組を市内民間事業者に積極的に周知啓発し、労働環境の改善

を促す雰囲気をつくり、広めてください。 

 

 

「目標２ 互いの人権を尊重できる環境づくり」について 

男女間における暴力の防止については、人権教育を含め、小・中学校において

人権尊重の理念に基づき、発達段階に応じた指導を引き続き実施してください。

また、子どもだけでなく、大人に対しても、ハラスメントや暴力に対しては大多

数の人は被害者でも加害者でもない「第三者」であることを踏まえ、啓発事業を

行う際にはアクティブ・バイスタンダー※５の視点を取り入れてください。 

相談と支援体制の充実については、法律相談に加え、新たに公認心理師が相談

者に寄り添う、女性のための悩みごと相談を実施したことを評価します。今後は

需要が多いことを踏まえ、多くの相談者に寄り添える体制の充実に努めてくだ 

さい。一方で男性に対する配偶者等からの暴力についての相談窓口が依然とし

て無いことから、早急に相談体制を整えてください。 

 
※５ アクティブ・バイスタンダー 

   ハラスメントや様々な暴力や差別が起きた時、その場に居合わせた加害者でも被害者
でもない第三者が、被害を軽減するために、それを阻む行動をする人のこと。 
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ひとり親家庭に対する支援事業である「ひとり親家庭ホームヘルプサービス」

事業については、この制度を利用できる可能性がある人に情報が漏れなく行き

渡るように周知方法を工夫してください。 

性の多様性に関する取組については、パートナーシップ宣誓制度や、性的少数

者の方などの自分らしい生き方を尊重することへの周知や理解を促進する取組

を進めてください。 

市の職員研修を活用した意識啓発の取組については、各種ハラスメント、スト

ーカー行為等の防止についての研修を全職員が受講するように努めてください。 

 

 

「目標３ 男女共同参画社会実現に向けた推進体制の整備・充実」について 

教育の場における男女共同参画の推進については、早い時期に健全な人権意

識を持つことは重要なことです。児童・生徒がひとりの人として尊重されなが

ら教育を受けることは当然の権利です。生徒が個人の違いを認め合い、自由と責

任を考えながら生活を送る中で、自分の意思で標準服を選び着用する標準服の

自由化推進の取組を評価します。また、教職員が児童・生徒のために、人権尊重

について取り組むための時間的なゆとりがある環境整備に努めてください。そ

のためには、学校教育の場で多忙な教職員も人権を尊重されるべき存在である

との理解を広めることも大切です。 

小学校から高校までの学びと活動の様子を、児童・生徒自身が自分の記録を

積み重ねるキャリア・パスポートの作成に際して、性別による固定的な価値観

について話し合う場を設けるなど、アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込

み）の払拭に努めてください。 

審議会等の男女比率については、令和１２年度末までに女性委員の比率につ

いて 40％を目標としています。しかしながら、男女比率の改善については、一

向に進んでいません。特に女性委員の少ない審議会等に対しては、女性の登用に

ついて、更に踏み込んだ対応をしてください。また、会議の開催に関しては、働

き方や、事情が異なる多様な市民が審議会等に参加しやすくなるようオンライ

ン化や一時保育の導入等、環境整備を検討してください。 
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